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平 成 ２ ７ 年 ３ 月 2 7 日 

各 位 

株 式 会 社  北 都 銀 行 

 

シニア世代のための傷害保険「Ｇ・Ｇガード」の取扱開始について 

 

 株式会社 北都銀行(頭取 斉藤 永吉)は、平成 27 年 4 月 1 日（水）より、シニア世代のための傷害総合保険 

「Ｇ・Ｇガード」の取扱いを開始いたしますのでお知らせいたします。 

 「Ｇ・Ｇガード」のＧ・Ｇとはグランド・ジェネレーション（輝く世代）であり、経験や知識を積み重ねてきた輝かしい世

代の皆様が元気に人生を謳歌されるために当行がご提案する傷害保険です。 

 「シンプルでわかりやすい」を基本コンセプトに、東京海上日動火災保険㈱の傷害総合保険「からだの保険」をベ

ースにさまざまな補償・特約を追加した当行オリジナル商品です。健康告知は不要で、ご加入年齢の制限もありま

せんので、どなた様でもお気軽にご加入いただける商品となっております。 

 当行は、今後とも地域のお客さまにご満足いただける商品、サービスの提供に努めてまいります。 

 

記 

１． 商品名 

「Ｇ・Ｇガード」（傷害総合保険） 

２． 引受保険会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

３． 商品の特徴 

(1) 交通事故はもちろん、お仕事や旅行中のケガも補償します。 

(2) 入院保険金・通院保険金を１日目からお支払いします。 

(3) 地震・噴火・これらによる津波等の天災によるケガ等も補償します。 

(4) エボラ出血熱、結核、鳥インフルエンザ等の特定感染症を発病したときも補償します。 

(5) 日常生活における賠償責任についても補償します。 

(6) 契約は毎年自動更新（※）されるので、お手続きが不要で簡便です。 

(※)保険の対象となるご本人が、更新前契約の満期日において７０歳を超える場合等、年齢や健康状態等 

により、補償内容や保険料が変更となったり、保険会社側からご契約をお断りすることがあります。 

 

次項へ続きます 
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（１）ご契約時のご年齢：７０歳以下の方  【保険期間：１年、 保険料払込方法：一時払】 

 

(※１)火災保険や自動車保険等、他の契約ですでにご契約されている場合は、取扱代理店にお申し出ください。 

  (2)ご契約時のご年齢：７０歳を超える方  【保険期間：１年、 保険料払込方法：一時払】   

    

    (※2)ご契約時のご年齢が 70 歳を超える場合、「後遺障害等級限定補償特約」がセットされ、後遺障害保険金は 

「後遺障害等級表」の 3 級以上の場合に限定されます。 

    (※3)ご契約時のご年齢が 70 歳を超える場合、入院保険金の支払日は 30 日限度となります。 

    (※4)火災保険や自動車保険等、他の契約ですでにご契約されている場合は、取扱代理店にお申し出ください。 

５．付帯サービス 

介護・健康に関する相談から暮らしのインフォメーションまで、デイリーライフをサポートする以下のメニューの無料

相談サービスをご提供します。(サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。) 

 ・事故防止アシスト ： 東京海上日動のホームページで、事故・災害防止等の情報をご提供します。 

 ・メディカルアシスト ：お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。 

 ・デイリーサポート ： 介護・法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や暮らしのインフォメーション 

等、役立つ情報をご提供します。 
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このお知らせは「からだの保険（傷害定額条項）」の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必

ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、当行までお問い合わせください。 

「G・G ガード（傷害総合保険（傷害定額条項））は預金等ではなく、預金保険の支払いの対象とはなりません。 

この保険商品に関するお客様とのお取引が、保険以外の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。 

 

以 上 

   

 

 

 

 

 

 

 


